
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
補修対象の既設埋設管の内周全面を背面リブ付きライニング材により周隙を存して覆って
後、上記周隙内に裏込め材を注入充填し養生硬化させる既設埋設管の補修工法において、
裏込め材の注入充填工程より前の工程で、上記周隙内に管軸方向の全長に亘って少なくと
も１本のホースを設置しておき、該ホースを該ホース内充填の流体により形状保持した状
態で裏込め材の注入充填と養生硬化を行い、しかる後、裏込め材の養生硬化層内からホー
スを抜脱し、抜脱跡を浸入地下水の排出通路として利用することを特徴とする既設埋設管
の補修工法。
【請求項２】
排出通路の排出口に、該通路内から外部に開く逆止弁を備えたことを特徴とする請求項１
記載の補修工法。
【請求項３】
ホースの抜脱を、裏込め材の養生硬化の初期段階において反転抜き出し手段を適用して行
うことを特徴とする請求項１又は２記載の補修工法。
【請求項４】
補修対象の埋設既設管が、大口径のコンクリート製下水道管であることを特徴とする請求
項１乃至３のいずれかに記載の補修工法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明は既設埋設管の補修工法、特に既設下水道管の更生に適用して有用な既設埋設管の
補修工法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、既設埋設管の補修工法として、埋設管の内周面を周隙を存してライニング材により
覆って後、上記周隙内に裏込め材を充填し養生硬化させる工法がよく知られている。上記
補修工法において、ライニング材としては、一般に背面リブ付きのプラスチック板材が使
用され、施工後に於いては、ライニング材の背面リブが裏込め材の養生硬化層内に埋設さ
れ、アンカー部として機能し、この背面リブのアンカー効果によりライニング材を養生硬
化層を介し既設埋設管の内周面に対し取り付け固定できる構成になっている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
補修対象の埋設管は長年の埋設使用により老朽化が進んでおり、例えばコンクリート製の
下水道管に於いては管継ぎ手部や本管部のクラック部分を通じて管内に向け地下水が浸入
することが多く、ライニング施工後において、ライニング材が浸入地下水の水圧を受けて
剥離膨出する等のトラブルを生ずることがあった。図８は、ライニング施工後における地
下水の浸入並びにライニング材の剥離膨出状況を概略的に示し、地下水（矢符参照）は既
設管ａの管継ぎ手部（図示せず）やクラックａ１から裏込め材の養生硬化層ｂのクラック
ｂ１などを通ってライニング材ｃの背面まで浸入し、ライニング材ｃの背面圧力を地下水
位に相当する圧力まで上昇させる。因みに大口径（例えば口径１～３ｍ程度）下水道管の
場合、埋設深度（地表面からの埋設深さ）が比較的大きく、例えば埋設深度ひいては地下
水位としては最大で２０ｍ程度に達することがあり、この場合、ライニング材ｃの背面圧
力は最大で２ｋｇ／ｃｍ２ 程度まで上昇することが予想される。このようなライニング材
ｃの背面圧力の上昇は、養生硬化層ｂからの背面リブｃ１の抜け出しひいてはライニング
材ｃの剥離を発生させ、一旦剥離が生ずると剥離は徐々に周囲に広がって行き剥離部分が
管内方に向け膨出しライニング不良を招くことになり、このような傾向は養生硬化層ｂが
本来の強度を未だ発現するに至っていない養生硬化の初期段階において顕著である。
【０００４】
本発明は、地下水の浸入に拘わらずライニング材のライニング状態を長期間に亘り安定確
実に持続保持できる、特に大口径の既設下水道管の更生に適用して有用な既設埋設管の補
修工法を提供することを目的としてなされたものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明は、補修対象の既設埋設管の内周全面を背面リブ付きライニング材により周隙を存
して覆って後、上記周隙内に裏込め材を注入充填し養生硬化させる既設埋設管の補修工法
において、裏込め材の注入充填工程より前の工程で、上記周隙内に管軸方向の全長に亘っ
て少なくとも１本のホースを設置しておき、該ホースを該ホース内充填の流体により形状
保持した状態で裏込め材の注入充填と養生硬化を行い、しかる後、裏込め材の養生硬化層
内からホースを抜脱し、抜脱跡を浸入地下水の排出通路として利用することを特徴とする
既設埋設管の補修工法に係る。
【０００６】
本発明の好ましい一実施態様によれば、排出通路の排出口に該通路内から外部に開く逆止
弁を備え、該通路内に浸入の地下水を逆止弁を通じ通路外に排出することが出来る。また
上記ホースの抜脱を、裏込め材の養生硬化の初期段階において反転抜き出し手段を適用し
て行うことができる。本発明補修工法は、特に大口径のコンクリート製下水道管の更生に
適用して有用である。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下に本発明の一実施形態を添付図面に基づき説明する。図１～５は本発明補修工法を工
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程順に示す概略説明図であり、本発明工法の実施に際しては、まず最初に、図１に示すよ
うに補修対象の既設埋設管、例えば下水道管１の好ましくは管底部に管軸方向の全長に亘
ってホース２を設置し、該ホース２の両端部には流体、例えば水の給排機能（図示せず）
を備えた栓３、３を施しておく。
【０００８】
ホース１の設置を終えた後は、図２に示すように、下水道管１の内周面の全面を周隙４を
存して覆うように背面リブ５ａ付きライニング材５から管状のライニング部５Ａを組み立
てる。このような背面リブ５ａ付きライニング材５適用による管状ライニング部５Ａの組
み立ては、従来の補修工法と実質的に異なるところがなく、従来工法に従い行えばよい。
【０００９】
管状ライニング部５Ａの組み立てを終えた後は、図３に示すように、ホース２内に栓３を
通じ流体例えば水を充填し、ホース２を膨張状態に保持する。水は非圧縮性で形状保持性
に優れ又給排に便利であり適しているが、他の流体を適用してもよい。
【００１０】
ホース２の膨張を終えた後は、図４に示すように、下水道管１と管状ライニング部５Ａと
の間の周隙４内に従来工法と同様に裏込め材６（例えばセメントミルク）の注入充填を行
い、しかる後、該裏込め材６の養生硬化を行う。因みに裏込め材の注入充填は、周隙とい
う狭い環状空間部を十分確実に満たすために、従来工法と同様に、裏込め材を周隙４の頂
部から供給しつつ流下充填させていくという手段がとられる。このような充填手段ではど
うしても裏込め材が流下時に空気を巻き込み気泡を発生し易く、この気泡が原因で、養生
硬化後に気孔やクラックを発生することがある。又、裏込め材の硬化収縮によって、クラ
ックが発生することも多い。よって裏込め材６の養生硬化層は、従来工法と同様に、地下
水が浸入した場合、浸入地下水をライニング材５に向けて通過させてしまう。
【００１１】
養生硬化により、裏込め材６が初期硬化しある程度の強度を保持するに至った後は、図５
に示すようにホース２内より水を排出しホース２内の圧力を開放し、更に両端部の栓３、
３を取り外したのち、ホース２内にワイヤー７を通線し、通線ワイヤー７を利用しウイン
チ８等の作動をしてホース２を反転状態のもとに裏込め材６の層内より抜き出すと、ホー
ス２の抜き出し跡に、地下水の排出通路９が形成される。
【００１２】
ホース２は容易に反転できるような樹脂製の薄肉ホースを使用すればよい。例えば口径が
５０ｍｍ程度の場合では、肉厚が０．３～１ｍｍのポリエチレン製のホースを使用するこ
とができる。ポリエチレンはセメント系裏込め材との付着性が極めて低いため、反転状態
すなわち裏返しながら引っ張ることで容易に剥離できて抜き出すことができる。
【００１３】
図６、７は排出通路９の形成状況を示し、該排出通路９は施工後にライニング材５の背面
まで浸入した地下水を外部に排出する働きをし、ライニング材５を地下水圧から開放する
。而して本発明補修工法によれば、下水道管１並びに裏込め材６の養生硬化層を通じ、仮
に地下水の浸入が発生したとしても、ライニング材５は実質的に地下水圧を受けることが
無くなり、施工後、長期間にわたりライニング状態を安定確実に保持することが出来る。
尚、排出通路９内への下水等の逆流を防止するために、該通路９の排出口に逆止弁１０（
図７参照）を備えることが出来る。
【００１４】
【発明の効果】
本発明によれば、地下水の浸入に拘わらずライニング材のライニング状態を長期間に亘り
安定確実に持続保持できる、特に大口径の既設下水道管の更生に適用して有用な既設埋設
管の補修工法を提供することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明補修工法におけるホースの設置工程の状況を概略的に示す説明図である。
【図２】同、上記ホース設置工程に引き続き行われるライニング工程の状況を概略的に示
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す説明図である。
【図３】同、上記ライニング工程に引き続き行われるホース膨張行程の状況を概略的に示
す説明図である。
【図４】同、上記ホース膨張行程に引き続き行われる裏込め材の注入充填並びに養生硬化
工程の概略的に示す説明図である。
【図５】上記養生硬化工程に引き続き行われるホースの抜脱工程の状況を概略的に示す説
明図である。
【図６】本発明補修工法の施工後の状況を示す縦断面図である。
【図７】同、横断面を拡大して示す図である。
【図８】従来技術の説明図である。
【符号の説明】
１　　　　　　下水道管
２　　　　　　ホース
３　　　　　　栓
４　　　　　　周隙
５　　　　　　ライニング材
５ａ　　　　　背面リブ
５Ａ　　　　　ライニング部
６　　　　　　裏込め材
７　　　　　　ワイヤー
８　　　　　　ウインチ
９　　　　　　排水通路
１０　　　　　逆止弁
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【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

(5) JP 3845748 B2 2006.11.15



フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００２－０１０４２２（ＪＰ，Ａ）
              実開平０１－１０５６８４（ＪＰ，Ｕ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              E03F  3/06
              E03F  7/00
              F16L  1/00

(6) JP 3845748 B2 2006.11.15


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

